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【施策全体について】 
1. 休業指定を実施する目的と必要性について明ら

かにすること。 
2. 休業指定を実施することにより、雇用の確保に繋

がるとする根拠を明らかにすること。 
3. 休業指定と待命休職との違いについて明らかに

すること。 
4. 休業指定を実施する際の基準について明らかに

すること。 
 
【対象者について】 
5. 対象者の選定はどのように行うのか明らかにす

ること。 
6. 対象者に対する事前の説明を行うのか明らかに

すること。 
7. 個人の事情（家庭環境、健康状態等）をどのよう

に把握し、考慮するのか明らかにすること。 
 
【期間について】 
8. 一事象ごとに休業指定する期間を定めるのか明

らかにすること。 
9. 一人当たりの休業指定の日数を平準化するのか

明らかにすること。 
 
【賃金の取扱いについて】 
10. 平均賃金の 60/100 以上としているが、全員同

じ率が適用されるのか明らかにすること。 
11. 平均賃金の支給率はどのように決定するのか明

らかにすること。 
12. 一事象の期間内において、基礎となる平均賃金や

支給率は変動するのか明らかにすること。 
13. 個人ごとに平均賃金の起算日が変わるのか明ら

かにすること。 
14. 1ヶ月の間に出勤日がない場合でも、通勤手当を

支給するのか明らかにすること。 
 

【労働時間等の取扱いについて】 
15. 休業指定した場合は労働時間として取り扱うの

か明らかにすること。 
16. 休業指定されたことにより、月間の所定労働時間

に満たなかった場合はどのように取り扱うのか
明らかにすること。 

17. 休業指定された月の時間外労働の積算及び適用
単価はどのように取り扱うのか明らかにするこ
と。 

18. フレックスタイム制を適用される人が「休業」を
指定された場合はどのように取り扱うのか明ら
かにすること。 

 
【勤務の取扱いについて】 
19. 月の途中において「休業」を指定する場合、勤務

の変更はどのように取り扱うのか明らかにする
こと。 

20. 休業指定をする前に、本人の同意を得るのか明ら
かにすること。 

21. 休業指定と年次有給休暇が競合する場合はどの
ように取り扱うのか明らかにすること。 

22. 休業指定がされた日に、緊急呼出など勤務を指定
することがあるのか明らかにすること。 

 
【各種手当等における休業日数の取扱いについて】 
23. 寒冷地手当の支給額、および期末手当の期間率を

決定する際に、「会社が特に指定した場合を除く」
とする場合の判断基準について明らかにするこ
と。 

24. 年次有給休暇の出勤日数、および昇進における在
級年数等の除算において、「休業」の日数をどの
ように取り扱うのか明らかにすること。 

 


